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１．はじめに

出所： 特許庁 『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2 未来をひらくデザイン経営×知財』より

前提の確認｜デザイン経営の好循環モデル

◼ 特許庁 『中小企業のデザイン経営ハンドブック2』  では、デザイン経営について、

経営者自身や従業員、社外の仲間や地域社会、さらにその外側に広がる社会にまで徹底的に向き合いながら、

「人格形成」「文化醸成」「価値創造」に取り組むことで、企業の持続力を高め、環境の変化に適応する経営

と定義している

文化醸成 人格形成 価値創造

文化醸成

自社の想いや「らしさ」を
顧客や社内外の仲間に伝え、
共感と共創の土壌を形成する営み

人格形成

自社の想いや「らしさ」を
明確にし、未来の自社の姿を
構想する営み

価値創造

自社の想いや「らしさ」と、
顧客や社会のニーズを基に魅力ある
製品やサービスを創出する営み

■ デザイン経営の好循環モデル
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１．はじめに

出所： 特許庁 『中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2 未来をひらくデザイン経営×知財』より

前提の確認｜「知財アクション」がデザイン経営の推進力になる

◼ 特許庁 『中小企業のデザイン経営ハンドブック２』  では、技術のアイデア（発明・考案）や物品などのカタチ（意

匠）、ロゴ・マーク・商品名（商標）、営業・技術情報（ノウハウ）、写真・動画・記事などのコンテンツ（著作物）と

いった自社固有の経営資源を「幅広い知財」として認識し、それを経営に生かしていく活動（知財アクション）

がデザイン経営の推進力になると伝えている

■ デザイン経営の推進力を生みだす6つの知財アクション
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２．デザイン経営の実践が“知的創造サイクルを促進しているか”の検証

出所： 特許庁 『中小企業におけるデザイン経営の効果・ニーズに関する調査』より

前提の確認｜デザイン経営は「形式知化」のプロセスを担う

◼ 昨年度調査では、デザイン経営支援が、中小企業の自社らしさや強みの再発見を促し、理念の言語化や新商

品開発につながっていることを確認した

◼ こうした形式知化のプロセスは知財の創造を促すものであり、権利化以降に重点を置く従来の知財支援を補

完する前段の支援として重要である

デザイン経営が担う「形式知化」



8

２．デザイン経営の実践が“知的創造サイクルを促進しているか”の検証

出所： 特許庁 『中小企業におけるデザイン経営の効果・ニーズに関する調査』より

前提の確認｜権利化に閉じない知財活用へ

◼ 知財を「知的財産権」中心で捉えると、焦点は権利化に限定され、企業が持つ潜在的な知的資産を十分に捉え

きれない

◼ 他方で、「知的財産」を中心に捉えれば、形式知化から権利化までを一体の流れとして捉えることができる。

デザイン経営支援は、この前段の形式知化を促すことで、従来の知財支援を補完し、より広い視野での知財

活用につなげる可能性を持つ

知的財産を中心に据えた知財活用支援の見方
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２．デザイン経営の実践が“知的創造サイクルを促進しているか”の検証

デザイン経営実践企業に共通して確認されたこと １/２

観点1 出発点として「自社らしさ」を共通言語化している

共通点 デザイン経営を「ロゴ作り」や「見た目改善」ではなく、意思決定の軸をつくる営みとして捉えている。

自社らしさが共通言語となり、開発・投資・採用・発信の判断基準として機能している。

観点2 創造の起点が「ニーズ追随」ではなく「内発的な問い」になっている

共通点 新しい価値や技術の出発点が、「顧客に言われたから作る」ではなく、自分たちは何を実現したいのかという問いから
始まっている。

デザイン経営は、顧客ニーズの聞き取りにとどまらず、企業内で問いを立て、創造を促す営みとして機能している。

観点3 「挑戦・試作・まずやる」を許容する態度が創造を押し上げている

共通点 創造の背景には、挑戦や試行錯誤を許容する文化・姿勢がある。

デザイン経営は「良いアイデア」を直接生むというより、試行回数を増やし、学習を許容する土壌を育てている。

◼ 創造を生み続ける企業に共通するのは、自社らしさを判断軸として共有し、内発的な問いから価値創造を始

め、挑戦と試行を許容する土壌を持っていることである
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２．デザイン経営の実践が“知的創造サイクルを促進しているか”の検証

デザイン経営実践企業に共通して確認されたこと 2/２

観点4 暗黙知が共有可能な形に変換され、創造の材料になっている

共通点 暗黙知が、組織の中で共有し活用できる形へと変換されている。形は企業ごとに異なるが、本質は共通している。

デザイン経営は、単なる「強みの棚卸し」にとどまらず、判断や発想、対話に活かせる形で共有可能な知へと変えている。

観点5 知財は「何を守り、どう使うか」という経営判断として位置づけられている

共通点 知財を経営の中に位置づけ直している点が共通している。

知財は法務手続ではなく、守る価値の特定、投資判断、参入障壁や協業・交渉力の形成に関わる経営判断となっている。

観点6 「活用」の効果は、顧客や取引先からの評価、信用、協業機会の拡大として現れる

共通点 知的創造の成果はまず「市場での関係性」や「組織の変化」として出やすい。

活用の価値は、ライセンス収益の前に、“関係性の価値”（信用・指名・協業）と“組織の価値”（自信・主体性）として現れる。

◼ デザイン経営に取り組む企業では、暗黙知が共有可能な知へと変換され、知財が経営判断の対象として位置

づけられ、その活用効果は顧客や取引先からの評価、信用、協業機会の拡大として現れている
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３．デザイン経営と知財の支援を統合した“新しい支援の型”の創造

支援プログラム参加者一覧 １/２

◼ 中小企業経営者に対してデザイナー/中小企業診断士と弁理士が密に連携し、ペアで伴走支援を行った

企業・組織名 参加者名・役職（敬称略） 属性・役割

中小企業経営者

日本ツクリダス株式会社 角野 嘉一 （代表取締役）

⚫ デザイン経営支援プログラムへの参

加経験がある方が中心

⚫ 新商品開発や新規事業開発などの

イノベーションの創出に期待や課題

をもっている

株式会社小泉製作所 小泉 達哉 （代表取締役）

常磐精工株式会社 喜井 翔太郎 （代表取締役）

つぼ市製茶本舗株式会社 谷本 順一 （代表取締役）

プロスペクト株式会社 瀬野 竜之介 （代表取締役）

デザイナー・診断士

株式会社MERRY BEETLE/TOGU 志波 大輔 （代表取締役）

⚫ 企業1社につき、1名専任で配置し、

経営者とグループワークに取り組む

SANTO DESIGN STUDIO/TOGU 藤木 達三 （代表）

株式会社THREE OAK/TOGU 依田 真幸 （代表取締役）

スリーバイスリーコンサルティング株式会社 池田 雅史 （代表）

SORA-MON株式会社 深野 慎一 （代表取締役）

弁理士・知財専門家

黒川弁理士事務所 黒川 陽一 （代表弁理士）

共栄国際特許商標事務所 関口 皓太 （弁理士）

弁理士法人 WisePlus 浜谷 康一 （弁理士）

弁理士法人 IPRコンサルタント 仲 晃一 （弁理士）

INPIT-KANSAI
中川 美和 （知財戦略エキスパート）

鶴 善一 （知財戦略エキスパート）
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３．デザイン経営と知財の支援を統合した“新しい支援の型”の創造

支援プログラム参加者一覧 ２/２

◼ 各支援機関の皆さまに第三者視点のオブザーバーとして参加いただき、プログラムの進め方やノウハウを確

認しながら、地域における今後の展開方法について考え、より実現可能で効果的な支援プログラムとするた

めの改善点等が事務局にフィードバックされた

企業・組織名 参加者名・役職（敬称略） 属性・役割

支援機関・

オブザーバー

堺市 産業振興局 産業戦略部 地域産業課 廣田 遼平 （高度化支援係長） 他

⚫ プログラム参加者への呼びかけを

適宜サポート

⚫ 地域において同様な取組みを継続

するために必要な改善や連携体制

やリソース共有の在り方について検

討

堺商工会議所 中小企業振興部 経営支援課 松原 唯夫 （参事）

公益財団法人 堺市産業振興センター 伊藤 奈津子 （副主査）

一般財団法人 大阪デザインセンター 石川 佳名子

公益財団法人 大阪産業局

大阪府よろず支援拠点
谷村 真理 （チーフコーディネーター）

クリエイティブネットワークセンター大阪

MEBIC
堂野 智史 （所長）

パナソニックホールディングス株式会社 北村 直美 / 河井 康史 他
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３．デザイン経営と知財の支援を統合した“新しい支援の型”の創造

支援プログラムの全体像 ※全４回のワークショップを実施

◼ デザイン経営と知財の視点を統合し、経営者・デザイナー／中小企業診断士・弁理士が協働して新たな価値創

出に取り組む実践型プログラムを試行した

◼ 全4回を通じて、知財理解の深化、自社アイデンティティの言語化、新ビジネスモデル構想の具体化、知財活用

戦略の検討と振り返りを行い、知的創造サイクルを回す土台づくりを進めた

テーマ 目的 事前課題 当日の内容

第1回
デザイン経営と知財を理解し、

アイデンティティを言語化する

デザイン経営の基本概念と６つの知財
力を学び、自社の知的資産を整理しつ
つ、アイデンティティを言語化する

⚫ なし

⚫ デザイン経営とは何か

⚫ ６つの知財力とは何か

⚫ ワーク：知財・知的資産の棚卸し、知
の構造化

⚫ ワーク：アイデンティティの言語化

第2回
顧客の課題、ニーズ、

想定参入市場を言語化する

自社のアイデンティティと顧客の視点を
融合させ、自社の独自性、顧客の課題、
ニーズ、想定参入市場を言語化する

⚫ チーム全員：企業訪問の実施

⚫ チーム全員：第１回ワークの取りまとめ
（知の構造化、根っこのアイデンティティ
とビジョンの言語化）

⚫ 事前課題の取りまとめ結果共有

⚫ 理論共有＆議論（顧客価値、市場・業
界、代替品、ブルーオーシャン戦略、
アトリビュートマトリクス、アンゾフの
成長マトリクス、等）

⚫ ワーク：自社技術の独自性、顧客の
ペイン、ニーズ、新しく参入する市場
と想定競合先の深堀り

第3回 新ビジネスモデルを構想する
第2回での議論をもとに、ビジネスモデ
ルを構想し、知の構造を分析し、必要な
知財活用のあり方を検討する

⚫ チーム全員：第2回ワークの取りまとめ
（顧客のペイン、ニーズ、新しく参入する
市場と想定競合先の深堀り）

⚫ 事前課題の取りまとめ結果共有

⚫ ワーク：デザイン経営の理論共有＆
議論、新たなビジネスモデルの構想、
知の構造の分析、知財活用の検討

第4回
成果を統合し、

未来の経営をデザインする

新ビジネスモデルと知財戦略を統合し、
知的創造サイクルを回す土台をつくる

⚫ チーム全員：第３回のフィードバックを
踏まえたビジネスモデル案、新たな知の
構造を整理

⚫ 新ビジネスモデルと知財活用戦略の
発表とフィードバック

⚫ 振り返り
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３．デザイン経営と知財の支援を統合した“新しい支援の型”の創造

支援プログラムの試行

弁理士/知財専門家の声｜経営の上流から理解する重要性を実感

◼ 弁理士/知財専門家は、経営者の想いを聞き、知的資産の整理につなげるプロセスや発明の源流となる会社

のビジネスモデルの理解の重要性を実感したとの意見が多く上がっており、本ワークショップを通じて、普段

の支援とは異なる、より上流の経営課題に触れながら知財支援を行うイメージをより強固にしていただけた

デザイン経営について

経営者の想いや悩みを深く理解することが、本質的な知財支援につながることが理解できた

⚫ 権利化をするという話にはならなかったが、経営者の想いを引き出す重要性を体感できた。

⚫ 知財を取ることに固執せず、経営者にとって最も必要な助言をすることも重要な視点と実感した。

⚫ 弁理士も経営の勉強も進めていくべきだ。

⚫ 中小企業の社長が抱えている「暗黙知の裏側」にある深い悩みまで理解することができた。

知財との関係について

権利化の下流である発明自体の申請だけでなく
上流の経営の根幹から関わる知財支援の重要性を改めて認識できた

⚫ 弁理士は商品等が形になってから相談されることが多く、事業自体を考えることは少ないが、知的資産・知的財産の本
質を、立ち止まって考えためには、事業自体を考えることが大切だ。

⚫ 社長の深い悩みまで理解し、専門家として立ち振る舞うことができれば、さらに知財相談の機会の活用も進むのではな
いか。
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３．デザイン経営と知財の支援を統合した“新しい支援の型”の創造

感謝｜地域とともに、デザイン経営をすべての企業の“当たり前”に。




